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現
況
届
の
提
出
を

忘
れ
ず
に
！

現
況
届
は
、
年
金
を
受
給
す
る

た
め
に
、
毎
年
必
要
に
な
る
手
続

き
で
す
。
農
業
者
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
現
況
届
を
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
は
農
業
者
年
金
基
金
か

ら
直
接
、
受
給
者
ご
本
人
に
郵
送

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
提
出
先　

６
月
30
日
㈫
ま
で
に

農
業
委
員
会
事
務
局
（
南
河
内
図

書
館
2
階
）
ま
た
は
市
民
課
（
国

分
寺
・
石
橋
）
窓
口
へ
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

11
月
か
ら
年
金
の
支
払
が
差
し
止

め
ら
れ
ま
す
。
支
払
の
差
し
止
め

は
、
現
況
届
が
提
出
さ
れ
る
ま
で

継
続
さ
れ
ま
す
。

経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
へ

経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
後
継
者
や
特
定
の
第
三

者
に
農
業
経
営
を
移
譲
す
る
こ
と

に
よ
り
加
算
さ
れ
た
額
の
年
金
を

受
給
し
て
い
ま
す
。

次
の
名
義
人
等
に
な
る
と
、
農

業
経
営
を
再
開
し
た
と
見
な
さ
れ
、

経
営
移
譲
年
金
が
支
給
停
止
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
支
給
停
止
対
象
に
な
る
名
義

・
認
定
農
業
者

・
J
A
組
合
員

（
販
売
代
金
の
入
金
等
）

・ 
経
営
所
得
安
定
対
策
の
申
請
者

・
農
業
政
策
の
補
助
金
受
給
者

・
農
業
共
済
の
加
入
者

・
土
地
改
良
区
組
合
員

・
農
業
所
得
の
申
告
者

農
地
を
動
か
す
そ
の
前
に

　

経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
後
継
者
な
ど
に
貸
付
け

し
て
い
る
農
地
を
後
継
者
以
外
の

方
に
貸
付
け
た
り
、
転
用
し
た
場

合
、
年
金
の
一
部
が
支
給
停
止
に

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
経
営
移
譲
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
で
、
農
地
の
貸
し

借
り
や
売
買
、
転
用
な
ど
を
ご
検

討
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
お
早
め

に
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎（
48
）2
1
1
6

市
民
税・県
民
税
の
納
税

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

市
民
税
・
県
民
税
の
納
税
通
知

書
（
普
通
徴
収
）
を
6
月
15
日
㈪

に
発
送
し
ま
す
。
第
1
期
の
納
期

限
は
6
月
30
日
㈫
で
す
。

な
お
、
平
成
27
年
度
所
得
証
明

等
が
必
要
な
方
は
、
6
月
16
日
㈫

以
降
に
各
庁
舎
市
民
課
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。

○
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
可
能
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
☎（
40
）5
5
5
4

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
関
係

業
務
停
止
の
お
知
ら
せ

　

6
月
18
日
㈭
・
19
日
㈮
は
シ
ス

テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
発
行
・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
用
い
た
手

続
き
等
の
業
務
を
停
止
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
。

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

を
利
用
し
た
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
通
常

ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課（
40
）5
5
5
7

都
市
計
画
の
構
想
の
縦
覧
及
び

公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

■
都
市
計
画
の
構
想

小
山
栃
木
都
市
計
画 

都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
（
小
山
栃
木
都
市
計
画
区

域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

■
対
象
と
な
る
区
域

下
野
市
を
含
む
小
山
栃
木
都
市

計
画
区
域
の
全
部

■
縦
覧
期
間　

６
月
23
日
㈫
〜
７

月
７
日
㈫
（
土
・
日
を
除
く
）

■
縦
覧
場
所　

県
都
市
計
画
課
、

栃
木
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課
及

び
下
野
市
都
市
計
画
課

※ 

構
想
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
方

は
縦
覧
期
間
中
、
公
聴
会
で
公

述
人
と
な
る
意
思
の
有
無
を

明
記
し
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
意
見
申
出
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
公
聴
会

▽ 

日
時　

７
月
31
日
㈮
午
後
６
時

30
分
〜

▽ 

会
場

　

 

国
分
寺
公
民
館
（
１
階
大
ホ
ー

ル
）

※ 

公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は

公
聴
会
を
開
催
し
ま
せ
ん
。
傍

聴
を
希
望
す
る
方
は
、
開
催
の

有
無
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め

次
の
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

○
栃
木
県

都
市
計
画
課

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）2
4
6
5

栃
木
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

　

☎
0
2
8
2（
23
）3
5
9
3

○
下
野
市
都
市
計
画
課

　

☎
0
2
8
5（
48
）2
1
1
4

平
成
27
年
度

調
理
師
試
験
の
お
知
ら
せ

■
試
験
日
時

８
月
５
日
㈬

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

■
試
験
会
場

宇
都
宮
短
期
大
学
附
属
高
等
学

校
（
宇
都
宮
市
睦
町
１
―
35
）

■
願
書
受
付

６
月
17
日
㈬
〜
19
日
㈮

※ 

受
験
に
は
、
２
年
以
上
の
調
理

業
務
な
ど
実
務
経
験
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎（
22
）４
２
３
５

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
へ


